
～介護相談員通信・夏の号～

平成２３年　7月　発行　　　

発行：藤井寺市高齢介護課

TEL：072－939-1165

http://www.city.fujiidera.osaka.jp/

こんにちは！　介護相談員だより第４号をお届けします。　今号では、介護相談員

制度ができた経緯と、実際に藤井寺市での活動の様子を簡単に解説いたします☆

平成１２年に介護保険法が施行され、高齢者ケアシステムが大転換しました。

介護保険施設サービスが確立したことで、従来の『施設』のあり方が変わり、利用者に

対しても“選択”や“ご本人の意思の尊重”といった、今までにない決定権が法的に

位置付けられることになります。　また、介護を社会化したことに伴い、地域との連携

の重要性が増しており、今後より一層の市民参加が求められます。

介護相談員９
999　だより

第　　４　　号　

介護保険施設

話し相手がおらず、

寂しいと感じる。

⇒⇒⇒精神的サ

ポートの仕方は？

介護保険制度の導

入で「措置」から

「契約」形式へ。

⇒⇒⇒介護サービ

スの質のあり方

は？

身体拘束ゼロ作

戦！⇒⇒⇒個人

の尊厳や人権擁

護を図るには？

介護相談員

制度の誕生

課題の解決へのアプローチ

・ 中立的な役割の

第三者機関の導入

・ 地域住民の目線

・ 保険者である市の介入

・ 定期的、継続的な支援

Q介護相談員とは？

介護保険施設を訪問し、利用者や家族の相談を聞き、施設や行政に橋渡ししながら、問

題の改善や介護サービスの質の向上を図る活動を行う、市民ボランティア（無償）です。

※利用者へ直接的に介護をするわけではありません。

お世話になって

いるのに、こんな

こと言っても良い

のかなあ・・・。

⇒⇒⇒あきらめ

や質の低下を防

ぐには？

あの施設って

何？⇒⇒⇒高

齢者施設を

知ってもらうた

めには？


